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ＡＴＭコーナーにおける携帯電話での通話自粛について 

 

当金庫では、現在、社会問題として被害が急増している「振り込め詐欺」・「還付金詐欺」等を未然に防止

するため、お客さまにＡＴＭコーナーでの携帯電話の通話を自粛していただくことといたしましたので、お

知らせいたします。 

特に、被害が急増している「還付金詐欺」の手口は、税務署や社会保険事務所、市区町村などの職員を名

乗り、言葉巧みに携帯電話によるＡＴＭの操作誘導やＡＴＭの操作手順を指示し、被害者の口座から振込み

をさせるもので、こうした被害を未然に防止するため、ＡＴＭコーナーにおける携帯電話での通話を自粛し

ていただくものです。 

当金庫では、今後もお客さまにご安心してお取引をしていただくため、振り込め詐欺被害の未然防止に努

めてまいります。 

記 

 

１．ＡＴＭをご利用のお客さまへの注意喚起について 

（１）ＡＴＭコーナーでの携帯電話の通話を自粛していただくよう呼びかけを行います。 

       （ＡＴＭ機器より概ね２メートル以内の範囲を指します） 

（２）携帯電話で通話しながらＡＴＭを操作しているお客さまには、職員がお声かけをさせていただくこと 

があります。 

２．店頭案内用ポスターおよびボードの掲示について 

平成２０年８月１１日より、ＡＴＭコーナーにおける携帯電話の使用自粛を呼びかけるため、ポスタ

ーおよびボードを掲示します。（掲示場所；共同店外ＡＴＭを除く全ＡＴＭコーナー） 

以  上 
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